
平
成
十
八
年
十
月
十
七
日
提
出

質

問

第

八

六

号

外
務
省
職
員
に
よ
る
国
会
議
員
に
対
す
る
「
詫
び
状
」
の
提
出
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
職
員
に
よ
る
国
会
議
員
に
対
す
る
「
詫
び
状
」
の
提
出
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第
六
号
）
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
な
く
答
弁
を
拒
否
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分

が
あ
る
と
こ
ろ
、
再
質
問
す
る
。

一

外
務
省
は
、
日
本
の
外
交
官
の
資
質
と
し
て
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
か
。

二

外
務
省
は
、
日
本
の
外
交
官
の
能
力
と
し
て
、
記
憶
力
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
「
一
九
九
九
年
第
一
四
半
期
に
、
当
時
の
山
田
重
夫
外
務
省
条
約
局
条
約
課
首
席
事
務
官

（
現
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
北
東
ア
ジ
ア
課
長
）
が
国
会
議
員
に
対
し
て
『
詫
び
状
』
を
提
出
し
た
事
実
が
あ
る
か
。
」

と
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
、
「
御
指
摘
の
『
詫
び
状
』
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
外
務
省
と
し
て
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
た
が
、
右
答
弁
の
作
成
に
あ
た
り
外
務
省
は
山
田
重
夫
氏
か
ら
事
情
を
聴
取
し

た
か
。
事
情
聴
取
に
対
し
て
山
田
重
夫
氏
は
事
実
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
か
。

四

山
田
重
夫
氏
の
手
書
き
に
よ
る
便
箋
二
枚
の
「
今
回
は
、
私
の
仕
事
の
取
り
進
め
方
や
仕
事
に
取
り
組
む
姿
勢
が
不
適
切

で
あ
っ
た
た
め
に
、
副
長
官
を
初
め
と
す
る
皆
様
に
御
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
書
簡
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
省
が
真
実
を
明
ら
か
に
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
説
明

一



さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


